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原
発
関
連
施
設
へ
の
軍
事
攻
撃
が
生
じ
た
際
の
我
が
国
の
防
護
体
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
よ
り
、
原
子
力
発
電
所
が
攻
撃
対
象
と
な
り
う
る
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の

攻
撃
で
、
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
発
の
外
部
電
源
が
一
時
喪
失
し
、
核
燃
料
冷
却
が
で
き
な
く
な
り
大
惨
事
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が

今
も
続
い
て
い
る
。
欧
州
最
大
規
模
と
言
わ
れ
る
同
原
発
が
事
故
（
爆
発
）
を
起
こ
し
た
ら
、
一
基
で
も
福
島
第
一
原
発
事
故

を
上
回
る
規
模
の
被
害
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
電
源
喪
失
以
外
に
も
、
安
全
シ
ス
テ
ム
の
破
壊
、
火
災
に
よ
る
放
射
性
物

質
の
拡
散
、
ミ
サ
イ
ル
・
爆
撃
攻
撃
に
よ
る
破
壊
、
運
転
員
の
死
傷
に
加
え
て
、
活
動
の
停
止
も
十
分
に
起
こ
り
う
る
リ
ス
ク

で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
で
「
〜
原
子
力
発
電
所
は
〜
軍
事
目
標
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
〜
住
民
の
間
に
重
大
な
損
失
を

も
た
ら
す
と
き
は
、
攻
撃
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
」
（
第
五
十
六
条
一
項
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
、
我
が
国
の
原
発

へ
の
軍
事
攻
撃
に
つ
い
て
「
新
規
制
基
準
の
中
で
武
力
攻
撃
に
対
す
る
規
制
要
求
は
し
て
い
な
い
」
（
二
〇
二
二
年
三
月
四
日

参
議
院
議
院
運
営
委
員
会
、
山
中
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
答
弁
）
と
し
、
議
論
も
現
在
な
さ
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ

る
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
、
我
が
国
の
原
発
関
連
施
設
へ
の
防
護
体
制
の
現
状
に
つ
い
て
、
質
問
す
る
。 

一 

我
が
国
の
原
発
関
連
施
設
へ
の
攻
撃
影
響
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
「
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
攻
撃
の
影
響
に
関
す
る
一
考
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察
」
（
一
九
八
三
年
度
委
託
研
究
報
告
書
）
で
分
析
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
報
告
書
は
、
一
九
八
一
年
に
イ
ス
ラ
エ
ル
空
軍
が

イ
ラ
ク
の
研
究
用
原
子
炉
施
設
を
爆
撃
し
た
こ
と
を
契
機
に
実
施
さ
れ
た
と
あ
る
。
内
容
は
、
福
島
第
一
原
発
事
故
と
ほ
ぼ

同
じ
状
況
で
あ
る
「
Ⅰ
補
助
電
源
喪
失
」
の
状
況
、
攻
撃
に
よ
る
「
Ⅱ
格
納
容
器
破
壊
」
、
「
Ⅲ
原
子
炉
の
直
接
破
壊
」

と
い
う
三
つ
の
シ
ナ
リ
オ
か
ら
な
る
。
な
お
、
「
Ⅱ
」
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
特
定
の
原
発
を
対
象
と
は
せ
ず
、
米
国
原

子
力
規
制
委
員
会
の
「
安
全
評
価
レ
ポ
ー
ト
」
を
参
考
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
避
難
を
し
な
か
っ
た
場
合
の
死
亡
者
数
等
に

つ
い
て
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
当
該
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
「
外
務
省
の
公
式
見
解
で
な
い
」
と
「
こ
と
わ
り
が
き
」
に
記

載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
核
施
設
へ
の
攻
撃
影
響
は
政
府
と
し
て
体
系
的
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
「
国
家
安
全
保

障
戦
略
に
つ
い
て
」
で
は
、
（
６
）
国
際
テ
ロ
対
策
の
強
化
で
も
「
原
子
力
関
連
施
設
の
安
全
確
保
等
の
国
内
に
お
け
る
国

際
テ
ロ
対
策
の
徹
底
は
も
と
よ
り
、
世
界
各
地
で
活
動
す
る
在
留
邦
人
等
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
国
際
テ
ロ
情
勢
に
関

す
る
情
報
収
集
・
分
析
を
含
め
、
国
際
テ
ロ
対
策
を
強
化
す
る
。
」
に
と
ど
ま
り
、
具
体
的
な
原
発
へ
の
軍
事
攻
撃
対
策
が

明
記
さ
れ
て
い
な
い
。 

 
 

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
四
条
の
二
「
国
は
、
大
規
模
な
自
然
災
害
及
び
テ
ロ
リ
ズ
ム
そ
の
他
の
犯
罪
行
為
に
よ

る
原
子
力
災
害
の
発
生
も
想
定
し
、
こ
れ
に
伴
う
被
害
の
最
小
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
警
備
体
制
の
強
化
、
原
子
力
事
業
所
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に
お
け
る
深
層
防
護
の
徹
底
、
被
害
の
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
の
整
備
そ
の
他
原
子
力
災
害
の
防
止
に
関
し
万
全
の
措
置
を

講
ず
る
責
務
を
有
す
る
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
我
が
国
に
お
け
る
、
原
子
力
防
護
体
制
の
確
立
は
急
務
で
あ
る
と
考
え
る

が
、
今
後
当
該
対
策
の
研
究
・
分
析
を
す
る
予
定
が
あ
る
か
。 

二 

我
が
国
で
は
、
国
際
組
織
犯
罪
等
・
国
際
テ
ロ
対
策
推
進
本
部
が
テ
ロ
リ
ス
ト
等
に
よ
る
妨
害
破
壊
活
動
等
へ
の
懸
念
か

ら
、
「
原
子
力
発
電
所
等
に
対
す
る
テ
ロ
の
未
然
防
止
対
策
の
強
化
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
四
日
）
を
決

定
し
、
防
護
措
置
の
強
化
、
内
部
脅
威
対
策
の
強
化
等
を
行
い
、
原
子
力
事
業
者
が
周
辺
防
護
区
域
の
外
側
に
「
立
入
制
限

区
域
」
を
設
け
て
フ
ェ
ン
ス
等
に
よ
り
人
が
容
易
に
立
ち
入
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
と
し
た
ほ
か
、
海
水
冷
却
ポ
ン
プ
等

の
屋
外
の
重
要
な
設
備
に
も
障
壁
を
設
置
し
、
内
部
脅
威
対
策
の
た
め
に
防
護
区
域
内
の
主
要
設
備
に
お
け
る
保
守
・
点
検

時
等
の
一
人
で
の
立
入
り
の
禁
止
（
ツ
ー
マ
ン
ル
ー
ル
）
を
徹
底
す
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
「
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び

そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
」
第
四
十
二
条
に
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
「
特
定
重
大
事
故

等
対
処
施
設
」
を
原
子
炉
周
辺
に
設
置
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。 

 
 

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
テ
ロ
対
策
は
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
、
こ
れ
ま
で
核
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
戦
争
の
境

目
、
す
な
わ
ち
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
が
あ
り
得
る
こ
と
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
。
そ
し
て
、
具
体
的
な
核
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
対
応
策
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を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。 

三 
我
が
国
の
原
発
関
連
施
設
へ
の
防
護
体
制
と
し
て
は
、
二
〇
〇
一
年
の
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
以
降
か
ら
、
原
発
特
別

警
備
部
隊
が
二
十
四
時
間
三
百
六
十
五
日
警
備
に
あ
た
っ
て
い
る
。
海
上
保
安
庁
も
こ
れ
に
同
様
と
認
識
し
て
い
る
が
、
テ

ロ
発
生
時
に
は
、
特
殊
部
隊
（
Ｓ
Ａ
Ｔ
）
や
、
緊
急
事
態
状
況
等
に
応
じ
て
自
衛
隊
が
動
員
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 

ま
た
有
事
の
際
に
は
、
消
防
、
警
察
も
対
応
に
あ
た
る
と
認
識
す
る
が
、
二
〇
一
一
年
福
島
第
一
原
発
事
故
を
経
て
、
自

衛
隊
、
警
察
、
消
防
等
が
ど
の
よ
う
な
対
策
、
配
置
を
さ
れ
、
加
え
て
放
射
性
物
質
か
ら
の
被
曝
管
理
な
ど
を
す
る
の
か
ご

回
答
い
た
だ
き
た
い
。 

四 

原
発
関
連
施
設
へ
の
攻
撃
が
生
じ
た
際
は
、
ど
の
よ
う
な
会
議
体
、
あ
る
い
は
体
制
で
臨
む
の
か
。
防
衛
省
、
警
察
庁
、

消
防
庁
、
ま
た
は
内
閣
府
や
規
制
庁
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
省
庁
が
対
応
に
あ
た
る
と
思
う
が
、
実
際
は
ど
う
か
。 

 
 

一
方
、
平
時
に
当
該
事
項
に
つ
い
て
議
論
す
る
場
が
も
た
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
も
併
せ
て
ご
回
答
い
た
だ
き
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


